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持分法適用関連会社の異動（一部株式譲渡） 

および資金使途変更に関するお知らせ 

 
当社は、本日開催の取締役会において、持分法適用関連会社である株式会社ＣＵＲＥ

Ｄ（以下「ＣＵＲＥＤ社」）の株式の一部譲渡および資金使途変更について決議いたし

ましたので、下記のとおりお知らせいたします。これにより、ＣＵＲＥＤ社は、当社の

持分法適用関連会社から除外されます。 

 

１．一部株式譲渡の理由 

当社は、遺伝子組換えカイコ事業において、HIV感染症の治療薬を開発するために、

2019年３月29日ＣＵＲＥＤ社の株式を取得（2019年２月27日公表「株式会社ＣＵＲＥＤ

の第三者割当増資の引受（持分法適用関連会社化）に関するお知らせ」を参照）しまし

たが、2020年８月６日に公表（「抗HIV抗体の製造方法の変更および資金使途変更に関す

るお知らせ」参照）したとおり、抗HIV抗体製造方法を、遺伝子組換えカイコ生産系か

らCHO細胞生産系に変更したことにより、現在ＣＵＲＥＤ社が中心となり本開発を継続

しております。 

また、当社は、現在2023年３月期において、体外診断用医薬品や体外診断用医薬品原

料の開発・製造・販売に注力するとともにSNSを活用したグローバル戦略を展開し、連

結営業利益の黒字化達成に向け邁進しております。さらに、2024年３月期以降において

は、最終利益の黒字化を目指します。 

一方、ＣＵＲＥＤ社は、2022年６月15日に公表（「当社持分法適用会社である株式会

社 ＣＵＲＥＤにおける研究開発の状況についてのお知らせ」参照）したとおり、HIV感

染症の治療薬のみならず、癌免疫療法を中心とした治療薬の開発が進行しており、今後、

開発の進行とともに開発費の投資も増加してまいります。 

当社グループは、ＣＵＲＥＤ社との事業関係が希薄になっていることや外的影響を最

小限にするために、当社が所有するＣＵＲＥＤ社の株式の一部を譲渡し、当社の持分法

適用関連会社から除外することといたしました。なお、当社は、今後もＣＵＲＥＤ社の

大株主として、友好関係を維持してまいります。 

 

 



2 

 

２．異動する持分法適用関連会社の概要 

(1) 名称 株式会社ＣＵＲＥＤ 

(2) 所在地 神奈川県横浜市中区山下町 74 番地１ 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 道下 眞弘 

(4) 事業内容 バイオ医薬品の研究・開発 

(5) 資本金 100,000 千円 

(6) 設立年月日 平成 27 年８月 26 日 

(7) 決算期 ３月末日 

(8) 大株主及び持株比率 株式会社免疫生物研究所（22.48％）、以下、非開

示 

(9)  上場会社と当該会社の関係 

 資本関係 当社は発行会社株式 109,000 株（議決権所有割

合 22.48％）を保有しております。 

人的関係 当社の取締役１名が当該会社の取締役を兼務し

ております。なお、本株式譲渡終了後、退任予定

となっております。 

取引関係 該当事項はございません。 

   ※当該会社の経営成績及び財政状態については、相手先の意向により非開示とさせ

ていただきます。 

 

３．株式譲渡の相手先の概要 

 株式譲渡先の意向を踏まえ、非開示とさせていただきます。 

 

４．譲渡株式数、譲渡前後の所有株式の状況 

(1) 異動前の所有株式数 109,000株（議決権所有割合22.48％） 

(2) 譲渡株式数 12,500株 

(3) 異動後の所有株式数 96,500株（議決権所有割合19.90％） 

   ※譲渡価額は、株式譲渡先の意向を踏まえ、非開示とさせていただきます。 

 

５．日程 

(1) 取締役会決議日 2023年２月６日 

(2) 契約締結日 2023年２月６日 

 

６．資金使途変更の内容 

変更の理由および内容は、「１．一部株式譲渡の理由」に記載の通り、抗HIV抗体の研

究開発は、現在ＣＵＲＥＤ社が中心となり本開発を継続しておりますので、2020年８月

６日公表の当該開示書面において記載しております、④抗HIV抗体の導出に向けた非臨

床・臨床試験の研究開発資金のための350百万円（支出予定期間：2020年４月～2023年

３月）は、不要となりました。しかしながら、安定した財政状態や企業価値の向上を目

指すために、体外診断用医薬品や体外診断用医薬品原料の開発において、350百万円程
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度必要（支出予定期間：2023年４月～2025年３月）となりますので、本変更をおこなう

ことといたしました。 

 

７．今後の見通し 

本株式譲渡における連結業績への影響につきましては、2023年３月に実行する予定の

ため、2023年３月期第４四半期の連結決算において、関係会社株式譲渡益として特別利

益を計上する予定です。また、個別業績に与える影響は、軽微と予想しております。 

なお、当該数値につきましては、2023年３月期の連結業績予想には含まれておらず、

現在精査中であり、今後、開示すべき事項が判明した場合には、速やかに公表いたしま

す。 

 

以上 


